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明治十年代の歴史教育における愛国心の問題
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説

現在歴史教育の理論と実践に関し、 多くの混乱がみられ、 この混乱
をときほぐすことは目下の急

務である。特に、 歴史教育において愛国心・を養うべきであ
るという論議に至っては左右両翼の政治

家、 学者、一般父兄層、現場の教師群等それぞれの立場
から、 この国民的課題について意

見を出

し、 単に教育上の問題であるよりは、 むしろ政治
上の問題とさえなっている。

　

歴史叙述が単なる年代記的な事実の羅列に止まらずして、そこになにほどかの歴史
観による記述

の統一がある限り、 そこになにほどかの道徳的な、 叉は政
治的教育効果を期待しうることはいうま

でもない。 しかしことさらに政治的、 道徳的教育効
果を意図し、歴史事実の真実についての科学性

を無視する傾向があり、 このような歴史叙述を、 日本においては
「教育的歴史」叉は 「応用史学」

と呼び、 「科学的歴史」叉は「純正史学」と区別した。 （註１）

　

歴史教育において批判的思考叉は科学性を問題にするようになったのは極めて新しいこ
とであ

り、 （註２）日本においてはせいぜい１９４５年の敗戦以後のことである。 それでは愛国心酒義のため

の歴史教育が誕生したのはいつ頃のことであるか。叉それが
・「科学的歴史」叉は

　

味ｉＥ正史学」とど

のような関係にあるものであるか。 少くともナショナリ
ズムなる現象は近代国家形成に伴い、 たと

えそれが古典的であるにせよ、また擬似的であるにせよ、 十
九世紀を通じて資本主義諸国家間を通

じて共通の現象であった。 愛国心は一方では民族の誇りを高め
ることによって国民を統一し、 他方

では国民共通の関心を国民各階層に渉透させることにより、 国家権力への忠誠心を要求する機
能を

果している。 今日どのような権力支配への
忠誠であるかということが問題となっており＼

　

同時にそ

れと結びつく歴史教育のあり方が論議されている。

　

歴史教育が特定の思考形式乃至行動様式を伝達することを意図する社会的な作用である限り、
歴

史教育についてのもろもろの論議も特定の社会体制と直接のつながりを持つもの
である。従ってこ

のむすびつきをときほぐすことが論点を整理する有力な方法であり、 かつ論議を地に
つけ、現実的

ならしめる道である。最近歴史教育に関する諭著も
二三見られるが、 或は類型的な考察であっ

た

り、また 「理念として乃至政策として打出されているものと、 現実の歴史教育実践」 （註３）の開

きを追求するものであるに過ぎない。私がこふで教育社会的方法
特に歴史的方法によって上記の問

題を追求してみたいと考えるｂ （註４）

　

註１） 「教育的歴史」を体系づけたのはヘルバルト学派を祖述した谷本富で、明治
二十七年「実用的教育学

　　　　

および教授法」の中で「歴史と一口に言へど、共種類園より－なら
ず。 之を大別して二種とす

べし。

　　　　

一は科学的歴史にして是は専門教育に属す。故に用なし。一は教育的歴史にして吾
人の普通教育に於

－

　

７８

　

－
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て用うる所のものなり」（２１９頁） と述べている，しかし、このような考はすでに明治二十三年．伊沢修

　　　

二は「歴史は博して、其中には、一の理学として研究する所の歴史と、道徳の目的を達する方便とせ

　　　

る歴史とは大に違う。」（伊沢修二「演説講義」 「国家教育」 明治２３年４号

　

所収論文３５頁）と諭じて

　　　

いる。
註２） 歴史教育が道徳教育叉は愛国心酒義のための歴史教育と訣別したのは二十世紀初頭で、ラングロアと

　　　

セーニョーポは次の如く述べている。「我々はもはや道徳における教訓のために、 叉は行為のよい例

　　　

を求めて歴史に赴こうとはしない。 まして劇的な絵画的な青景のためでもない。 （中略） 叉ドイツに

　　　

おいて見られるように愛国心と忠誠心を進めるために歴史を利用しようともしない」と。 （ｌｎｔｒｏｄｕｃ－
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ｌ９３２．ｐ．３８１） しかし依然として二の見解がョ←ロツバにおいても対立し

　　　

ており、１９５０年のュネスコの国際理解をす めるための歴史教育に関するセミナーでは次の如く報告

　　　

されている。 「この問題の討論において、グループは充分に融和できないところの二つの反対意見を

　　　

示Ｌた。一は純粋史学叉は科学的歴史を主張する学者達の見解で、国民史であれ、世界史であれ、歴

　　　

史の形式的研究を強調する傾きがある。 他の一は教育的歴史家の見解で、歴史研究を児童の心理とそ

　　　

の要求と関心に適応させる必要を強調する。」（Ｕｎｅｓｃｏｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ： Ｂｅｔｔｅｒ

　

Ｈｉｓｔｏｒｙ

　

Ｔｅｘｔｂｏｏｋ，

　　　

１９５０ｐ．１５）

註３） 結城陸日＝「学習指導のあゆみ

　

歴史教育．」昭和３２年２頁
註４） 教育社会学の方法として歴史的方法、 事例研究法、統計的方法の三をあげることができるが、 歴史的

　　　

方法の意義につき海後勝雄氏は「歴史的方法は、実証的方法によって利用される手段ではないし、 後

　　　

者の欠陥を補足するようなものでない。 むしろぎやくに、 歴史的な把握が先にあってその部分的な厳

　　　

密化のために実証的手段を必要なかぎり利用するものであると解しなければならない」と。）「教育社

　　　

会学における歴史的方法の重要性」 日本教育社会学会編「教育社会学の課題」昭和２７年 所収 ｐ．８８

愛国心湖養のための歴史教育の端緒的形態

　

歴史科が教科として独立したのは明治十二年の自由教育令からであるが、 愛国心潤義のための歴

史教育は明治十四年の小学校教則綱領、 明治二十二年の小学校教則でうち出され、 こ でうち出さ

れた型は敗戦に及ぶ；までの日本の歴史教育を特色づけるものであり、その取扱に多少のニュアンス

の差があったとしてもその根本においては変ることがなかった。

　

その第一の特色は 「凡歴史ヲ授クルニハ努メテ徒ラシテ沿革ノ原因結果ヲ了解セシメ、 殊ニ尊王

愛国ノ志気ヲ養成セソコトラ要ス」 （明治十四年′ｊｖ学校教則綱領第十五条）というような愛国心潤養を

以て歴史教育の眼目とすることであり、 更にす んで第二には 「人物ノ言行等二就ヰテハ修身ニ於

テ授ケタル格言ニ照シテ正邪是非」 （明治二十三年小学校教則第七条） を弁別するという歴史教育の

道徳教育への従属である。所謂「教育的歴史」叉は「応用史学」なる型態の歴史教育の端緒的なも

のは明治十四年にすでに見られるが、 その本格的なものは明治二十三年まで下る。

　

それでは明治十四年から明治二十三年に及ぶ「教育的歴史」叉は 「応用史学」なる歴史教育の端

緒的形態とはいかなるものであったか。 明治十四年の小学校教貝＝綱領では「建国ノ体制、 神武天皇

ノ即位、 仁徳天皇ノ仁慈、 延喜夫暦ノ政績、源平ノ盛衰、 南北朝ノ両立、 徳川氏ノ治績、 王政復古

等緊要ノ事実其他古今人物ノ賢否、 風俗ノ変更等ノ大要」 （第十五条） と規定し、 明治初年におい

て課せられていた世界史教材を初等普通教育から排除し、 主とＬて政治史教材を以て歴史教育の教

授内容としている。 その内容を更に具体的に知る方法として教科書分析の方法がある。

　

師範学校の教科書については明治十九年の女部省令第十三号で 「師範学校令第十二条尋常師範学

校ノ教科書ハ当分左ノ図書中ヨリ撰用スヘシ」 （註１） として次のものをあげている。

　

国史按

　

木村正辞著

　

日本女明史略，物集高見著

　

皇朝史路

　

青山延千縞

　

日本外史 頗褒編

－
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十八史略

　

曽光之編次

　

明治新刻元明清史略 石村貞一編次

　

清史壁要 増田貢著

　

校正万国史略 西村茂樹編輯

　

低洛繭氏万国史略

　

木村一歩、 永田健助、海老名晋訳

．物集高見の日本女明史略は社会史、 風俗史に注目し、 在来の歴史叙述を「おほかた政官の交替、

戦争の勝敗と天変地異とのみしるして、 其外忘れたるがごとし」 （例言） と批判している。 しかし

「彼の西洋人のかたみに競いあひて進みけんさまとはいと甚くことにして、 此国人八万つの事すべ

て朝廷すなわち政府のおもむけにともない、 かくもなりしなり」 （首尾） と述べていることで明瞭

であるように文化を以て為政者の教化と見なす点で儒教的歴史観を脱却していない。その他の歴史

教科書は江戸時代藩校の歴史教科書であるか、または仮名交り女に直したゞけのものであり、 少く

とも日本歴史に関しては江戸時代以来の歴史観に対して何等の変革を来すものではなかった。

小学校の教科書には「略史」 「史略」の名のつくものが多いが、特に笠間益三の「日本略史」四

巻は明治六年に出ており、 明治二十年近藤瓶城訂正「新撰日本略史」四冊が出るまで、 多くの改訂

刊行がっゞけられた。その内容は神代の記載を放き、主として歴代天皇の治
績を簡単な項目として

羅列した編年史である。その叙述例は次の通りである。

　

清和天皇

　

貞観二年、 帝孝経ヲ読ム、帝、外祖父良房ノ第ニ幸シ、 耕田ノ
礼ヲ行フラ観ル、０八

　

年伴善男応夫門ヲ火キ、源信ヲ謎ソトス、 事覚レテ鼠セラル、 ０十
一年六月、 新羅ノ海賊、夜ル

　

博多二入り、人家ラョ宥【メ去ル、 ０海西山陰諸国兵臓ラナス、
是歳、 貞観格成ル、 ○十四年太政大

　

臣良房廃ス、０十八年〔千五百三十六年〕＋
一月、 帝位ヲ禅リ、薙髪シテ諸名山ヲ行脚シ、精進

潔身以テ身ヲ終フ。

　

また「真備・博学多芸ノ人ナリ、 然しドモ性好俵ニシテ、 僕倖ヲ祈ルト云フ」
「基経（中略）至

公無私ト調フヘシ」（巻二）というような人物の言行についての道徳的な批判を随処に下している。

以上のようにこの教科書は江戸時代以来の朱子学的勧善懲悪史観を一歩も出
●るものではない。江戸

時代の藩校叉は私塾で用いられた教科書を仮名交り女に直しただけのものであり。挿絵も極めて少

く、 無味乾操な教科書であった。

　

勿論すべてがこの体裁であったわけでなくこれと異った一群の教科書があった。明治十八年大槻

文彦の「校正日本史」では推古天皇以前の開化の第一期、 王朝時代、大陸文化輸入の開化の第二

期、中世武家時代の兵争闇夜の
期、江戸時代の開化の第四期なる時代区分を試み、

「年代労墾ヒテ、

各題ラクリネテ以テ通史ノ連続ヲ為サシ」 （例言）めたものであり、 「此幾多ノ変遷ヲ熟知シテ、 因

テ往時ノ由来ヲ鑑ミ、 叉従来ノ形勢ラモ察スベシ。 コレ史ヲ学
ブノ本旨ナリ」 （総論） と述べてい

る例もある。

　

こ＞では明かに編年体による朱子学的勧善史観による歴史叙述の伝統を脱却しているものがあ

る。また明治十九年小幡実奪次郎の
出した「小学歴史階梯」では上世紀、 中世紀、 近世紀なる西洋史

の時代区分を入れ、 社会経済史的内容を豊富に取り入れて
いるが、 神武天皇以前については何等ふ

れようとしない。

　

以上によって、 明治十年代においては、 教
授内容につき明に対立した二つの潮流があり、 互に融

和しないで混迷をっゞけていた趣を知ることができよう。

　

それではこれらの教授内容はどのように取扱われていたのであろうか。 明治十六年若林虎三郎、

白川毅の改正教授術、 改正教授術続編が出て、 教授法は一段
と進歩している面が見られる。改正教

授術で所謂 「開発教授」が説かれ、 「教授ノ手続」として復習、 教授、 演習、 約習なる教授の一般

－
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－
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形式を示し、 その間に挙手、斉唱、 級決、 教可、書板等問答に必要な技術をはさみ、 一斉教授の形

式を改善した。 しかし明治十九年頃の状態は 「初め開発的開発的と口喧しく称したろは真底より出

でたろ言に非ず。 時始めて此新規の法に遭遇せしを以て、 物珍らしき故斯くは為し」 （註２）たの

であって、 「現今ノ小学校ハ大概注入的ニシテ開発的ト称スルモ矢張り其実注入的」 （註３）であ

った。 明治十八年鹿児島県の状態として「本県小学修身ノ教授ノ・読方ノ教授二異ナル所 ナ シ、 地

理、 歴史、 博物、 物理、 化学、 生理、 経済モ亦然リ」 （註４）と報告されているように教科書法が

一般的であったことはたゞに鹿児島県だけのことではなかったもの ごとくである。明治十九年山

梨県の小学会同試験の例を見ると、 「安徳天皇ハイ可レノ所ニテ崩御セシヤ、 且其国名ヲ挙ゲ、 叉其
時ノ景況ヲ略述セョ、（２）信玄、 謙信ノ大戦ノ・如何ナル国二於テ如何ナル場所ナルヤ、 叉戦争ノ源

因ハ如何」 （註５）などの出題例があり、 こ で問わオむていることは事実的知識がどれだけ記憶き

れているかということである。

註１） 明治１９年７月７日附文部省訓令第７号（「新聞集成明治編年史」３巻

　

６９８頁）
註２） 「大日本教育会雑誌」３７号

　

６６頁

註３） 「大日本教育雑誌」２８号

　

５３頁

　

註４） 「文部省第十一年報」明治１８年所収「学事巡視行程鹿児島県」３１頁
註５） 「東京教育新誌」１４６号

　

７頁

三

　

愛国心滴養のための歴史教育形成過程における適感、 対立、 協同

　

十九世紀のヨーロッパ及びアメリカの先進資本主義諸国にあっては、 近代市民教育における教

育の宗教的中立の原則が確立し、 聖書及び教義問答を含む宗教教育は公立初等学校のカリキュラム
から排除され、 それにかわって歴史科なる教科がナショナリズムを盛るの具と して登場 した。
（註１）ところが日本では明治維新のような政治変動があったにか＞わらず、 市民革命は経験しな

かった。

　

このことが近代市民意識による日本歴史の書き換えの未成熟な状態に止まる理由であり、 僅に福

沢諭吉の「文明論之概略」や田ロ卯吉の「日本開化小史」に萌芽的なものが見られるだけである。
このような状勢下にあって教育実践の場にある教師群はどのような動きを示したであろうか。

　

堀江英一氏及びこれｚこっらなる研究グループは自由民権運動の諸段階を士族民権、 豪農民権、 農

民民権の三段階に定式化した。 （註１）少くとも明治十年までは農民騒擾と自由民権運動とが平行

した運動であったと同様に師範学校で新しい教育技術を身につけた教師群と農民とはかけはなれた

存在であり、 むしろその教育は拒否されていた。 （註２）ところが明治十年代に入ると、 自由民権

運動の主体が豪農、 農民に移ると共に、 教師群もその一翼に加わり、 学校という離島も自由民権運

動の影響を受けずにはいなかった。

　

明治十九年における森有礼の教育改革以前における教員養学校の雰囲気には、 福沢門下の影響が

多分に流れていて、 自由欄達の風があった。 「明治十四五年頃は世間一般自由民権論盛なりＬ時代

で、師範生も亦時事を論じ、 随時演説会討論会を開きて政論を論ずるを常とし、 長髪無帽、 短袴を

穿ち、 散歩の折には大き太刀、 木刀を手にして豪傑気取りに大道を潤歩し」 （註３）たのはたゞに

新鍔師範学校に限ったことではあるまい。明治十五年福島事件が起った当時福島師範学校の寄宿舎

に「踏み込んで粒し去り、若松の裁判所に護送されたといふ話と共に、 小便部屋の一部には生徒が

同事件の夜警に用ひた竹槍など多数残ってゐた」 （註４）と伝えられている。 教師の気風について

も、 明治十六年千葉県の状況として「一両年前は小学校の教員甲乙相会すれば民権振わずとか、 国

会起すべしとか＝ドＥ区相語」つたと報告されている。 （註５）

－８１一



古

　　　

橋

　　　　

功同

　

このような動きは広く農民層によっても支持され、 児童生徒をもまき込んで行った。 福島県では

河野広中の目進館 （明治十三年開講）など自由党員であって寺小屋を開いているものが多く、 石川

郡の例では寺小屋二十中自由党員の経営になるもの七ヵ所あり、 ルソトの民約論、ミルの経済論、

スペンサーの立憲政体略が教えられていた。 （註６）従って河野広中を生んだ三春町では、 明治二

十年頃のこと して 「一時民権風二破し果テタル教育ナレノミ之ヲ改良上進セシムルハ教員ノ 難ム

所」 であり、 「校長明石猪一郎赴任前ノ・町内私立学校二小学生徒ノ入学スルモノ」（註７）が多く、

公立小学校の教育を拒否したことが伝えられている。秩父事件の起った埼玉県秩父郡では「良教官

を他郡より招致し、 師範出の如き他郡の比で」なかったにか わらず、「昨年暴徒畷起以後衰微し」

「或は教員の少過を各めて之を放逐して開校するものあり、 総て教員を視ること奴僕の如」き状態

であつた。 （註８）

　

このような形勢下にあって児童生徒の反政府的言動もまた決して稀ではなかった。 明治十六年五

月二日の土佐新聞では長岡郡国分川の上流で数十人の少年がｉＨをはさんで対山寺し、一方の旗に「自

由の大字を書し、西の少年は我々こそ自由の卵なり、 自由の権利は天賦なりなど呼ばはるとか」

（註９）という記事をのせている。 また明治十六年陸奥宗光が和歌山に着いたときは 「路傍には小

学生徒数百人列をなして 迎ふるものあり」 （註ｌｏ） というほどの熱狂ぶりであった。 さらに一歩進

んで明治十五年には三重県阿濃津中学校の生徒が「専制政府倒すべし、 然る後はじめて自由民権の

旗は謙るべし」と演説して重鋼三年六月、 罰金百円、 監視一年の刑に処され、 翌十六年には神戸の

一教師が不敬事件を問われ、 同じく刑に遭っている。 （註１１）

　

このような事態に処してとった政府の処置は何であったが、 第一に教育の政治的中立化の要求で

ある。明治十三年太政官布告集会条例で「官公立学校ノ教員、 生徒、 農業、工芸ノ見習生ノ、之二

（政治に関する事項を講談する集会一筆者註） 二臨会シ、 叉ノ・其社二加スルコトラ得」 ずとなＬ、 また

明治十四年小学校教員心得を出し、 「就中政治及宗教上ニデ捗り執勘矯激ノ言語ラナス等ノコトアル

ベヵラズ」と規定した。思想圧迫の顕著な例として明治十六年森岡県令の出した兵庫県立諸学校に

出した通達で、 「其校生徒諸新聞雑誌等自今購読不相成候条此旨相違候事」 （註１２）と規定してい

る。

　

教育の中立化に対する要求は明治十九年の森右礼の教育改革と相まって教師の人間像を一変して

しまった。明治十四年の師範学校教則大綱では「小学校教員タルニ必須の学科ヲ授クル所」 （第一

条）と規定するに止まったが、 明治十フ年の府県立師範学校通則になると「忠孝携キ倫ノ道ヲ本トシ

テ管内小学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成」すべきものとなり、（第一条）さらに明治十九年の師範学校

になると 「但生徒ラシテ順良信愛威重ノ気質ヲ備ヘシムルコトニ注目スヘキ」 ものとな っ て い る

（第一条）。このような資質を養う手段として兵式体操を採用したが、 森有礼は次のごとく述べてい

る。 「前期ノ三箇条ノ目的ヲ達セントスルニ利用スヘキ一法即チ道具責メナリ。 方法ナリ。 故ニ兵

式体操ハ決シテ軍人ヲ養成シテ万一国家事アルノ日ニ当り、 武官トナシテ兵隊トナシテ国ヲ護ラン

トスルカ如キ目的」 （註１３）でないと。 かくして師範学校は 「純粋二他人ノ道具即チ国家教育ニ必

要ナル道具」 （註１４）を養成すと所となり、「他ノ学科二従事スル生徒ト違ヒ、自己一身ノ為メニ修

業スルモノ」 （註１５） ではないとされたのである。

　

このようにして次第に教師群の政治に対する関心は除去され、 絶対主義政権に奉仕する「順良」

な教師が多くなって行ったのである。かくして明治十八年の長野県の状況として「幼稚の児童に法

律経済の奥義を話すが如き弊風」 （註１６）はあとを断ち、 明治十八年の女部省第十一年報は 「小学

校教員ノ・其学力年ラ追ヒテ上進シ、 歩む操行モ亦益々修斉シ、 大二軽繰ノ挙動ヲ減ゼリ」 （註１７）と

報告している。 このような教師群の動向は明治十八年女部省達で「公私立学校生徒ニシテ多数集合

－ ８２

　

－



明治十年代の歴史教育における愛国心の問題

シ『柔暴危険若クハ奇異ノ行為有之候テハ教育上不都合二候条右様ノ儀無之様其学校二於テ厳敷取締

可致尤運動等ノ為メ集合スル時ノ・学校ノ教員等ラシテ監視セシムヘシ」と命令している政府の動き

に応ずるものであった。 （註ｉ８）

　

教科書についても、 明治十三年「別紙甲号書籍ハ書中小学校教科書トシテ不妥当ノ条項有之、乙

号書籍ノ・小学校二於テ教授スヘキ性質ノモノニ無之、 叉編纂之体裁教科書トシテ不適当ノ モノ」

（註１９）として禁止したが、 そのなかには、 福沢諭吉の「通俗国権論」 「同二縞」「民俗民権論」加

藤弘之の「国体新論」「立憲政体略」津田真一郎の「泰西国法論」 など明治初年啓蒙的思想家の著

書が少からず含まれている。 （註２０）

　

政府の意図するところは教師群及び児童生徒を政治に対して盲日たらしめることである。封建的

社会秩序を批判し、破砕する思想的武器であった西欧の社会諸科学についての教養は初等教育から

全くしめ出された。

　

政府のとった第二の処置は徳育の振興である。消極的に政治的中立を要求するだけでなく、 さら

に積極的に国家に対する忠誠心を要求し、 これを普遍的な倫理として裏ずけようとした。このよう

にして、 明治十年代において、 儒教道徳の復活が顕著にあらわれてくる。 明治十一年明治天皇が東

北、 北陸、東海道などを巡幸し、 各学校を視察した結果、その意棚が元田永年：によって、 「教学大
旨」として出されている。「自今以往、 祖宗ノ訓典二基ヅキ、専ラ仁義忠孝ヲ明カニシ、 道徳ノ学 ・

孔子ヲ主トシテ」 と書かれているが、 その内容は元田の他の述作と異るところがなく、 今日の研究

者によれば、 「元田が例の通り自己の思想を 『聖旨』に託してゐる」 （註２１）とされている。 明治
十三年には西村茂樹が文部省編輯局長として官撰教科書の著作に従事し、 明治十五年には元田永学
の「幼学綱要」か全国各小学校に頒布され、つゞいて小学修身書初等科之部六冊、小学校修身書中
等利之部フ冊など「西洋人の書名、人名、 格言なとすべて姿を消して 『孝経』ｎ 『論語』 など儒教が
圧倒的に多数を占め」 「全く儒教主義に統一された前近代的道徳へと、 教育の逆コースが決定され
た」 （註２２） のである。

　

地方の実状については 「県下には生徒日鑑なるものありて各教場に之を掲示す。日くＨ我国体を
尊崇し、 建国の法を１服庸すべし。 口君王に事へて誠忠を尽し大義明分を明にすべし。ＥＩ父母に事
へて孝養を尽し万事恭蚊を主とすべし。｛四）徳義を量んじ品を慎み倣慢誘激の説に陥る べからず」
（註２３） としるしている。

　

修身料担当の教師については「碩学老儒ノ徳望アリテ修身科ノ教授ヲ善クスル者」 は 「学力ノ検
定ヲ要セズ該教授免許状ヲ授与シ」 （註２４）た。 しかし実状は明治二十三年の頃文部省は儒教主義
を以て「数千百年の間我国民道徳の基礎を為したるものなれば、 之を採屑ずすること最も適宜」の処
置としながらも「漢学者をして之を教授せしむるが如きは実験の成績上、 他の教科書と撞着して不
都合少からず」 （註２５） ということを認めざるを得なかった。

　

朱子学的勧善懲史観による歴史教育が明治十年代において最も行われ、 読方の授業とほとんど異
るところのないような教授法の行われたのはこのような背景に立っているのである。

　

それではこのような教育形態に対する批判、 対立はなかったであろうか。少くとも二の対抗勢力
を認めることができる。

　

その第ｍ・は進歩的学者群である。啓蒙史学＝女明史観を一層精微ならしめ、 学問的水準にまで高
めたものに三宅米吉がある。三宅米吉は明治十九年「日本史学提要」において、 「今日に在て歴史
を講究する者は専ら社会学に導かれて之を講究せざるべからず。叉此社会学の定法を発するの目的
に出でざるべからず」「歴史編纂に於て尤も注意すべきものはボルティルが曽て云えるごとく風俗、
法律、 技術の三事なり、 此三事を飯除きては社会変遷の真路を明かにするを得ざるなり」 （註２６）
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と述べている。三宅米吉においては歴史法則が探求されていることは
明かであり、 朱子学的観善懲

悪史観と異るものがある。凡例によると二十五編を以て完結する予定であった
が、第一編の本邦の

位置、気候等、 太古人民に就ての想像説、 蝦夷及
びゴロポックル、太古の器物等の七章だけで終っ

た。 その理由については 「当時の官憲が出版を許さなかった」 （註２７）ともいわれている。 三宅米

吉は女明史家の立場から明治二十年の「小学校用歴史編纂旨意書」に対して批判している。 「奇怪

ニシテ信ズ可ラザルモノハカメテ之ヲ省クヘシ」 というのに対して、 「其国の歴史中に其国の神代

記を載せて児童を教ふる所は女明国になし」「神代の事は論ぜざる方宜しかるべし」 （註２８）として

神話伝説の教育的価値を否定している。叉「古代二密ニシテ今代二棟ナル等ノ弊ヲ避ヶ其権衡ヲ失

ハサラソコトラ要ス」といっていることについては、 「歴史も社会の進歩につれて詳密を加へざる

べからず」 （註２９） として現代史取扱を重視し、 「戦争二類スルノ弊ヲ避クヘシ」 ということにつ

いては「現今欧米に於て歴史編纂の大眼とする所は乃ち開化の進退是なり」 「戦争の事、 王室の記

の如きは有用とせず」 （註３０）として所謂女史の教育的価値を積極的に主張している。 朱子学的勧

善懲悪史観による道徳的批判については 「史学は支那に於るが如く善悪に論なく、 其真正を失はざ

らんことを要す」 （註３１） として警戒している。 三宅米吉の歴史教育の趣旨とするところは 「歴史

科は智力発育に就ての功益は判断、 比較、 想像の三力を練習することなり」 （註３２）といっている

ことで明かであるように、 児童の能力を伸ばすことが主眼であり、 愛国心それ自体の潤義を目的と

するものではなかった

　

けだし三宅米吉の考はスペンサーによっているもの 如くである。 スペン

サーの Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ： Ｍｏｒａｌａｎｄ Ｐｈｙｓｉｃａｌ，１８６０ には尺振八の明治十三年「斯氏教育学」 明治十

八年小田貴雄の 「斯辺鎧教育論」 明治十九年有賀長雄の 「標註斯氏教育学」などの訳書があり、 広

く読まれていた。 （註３３） スペンサーは人間生活を構成する主要な活動 （ｔｈｅ ｌｅａｄｉｎｇ

　

ｋｉｎｄｓ

　

ｏｆ

ａｃｔｉｖｉｔｙ ｗｈｉｃｈｃｏｎｓｔｉｔｕｔｅ ｈｕｍａｎｌｉｆｅ）を分類し、これを以て教科組織の原理とした。その第四、

の分類項目として 「適当な社会的政治的諸関係維持の中に含まれているところの諸活動」をあげ、

それに役立つ教科として歴史をあげているが、 「今学校用ノ歴史二掲載シタル実事ノ如キハーモ政

治ニ関シ、 己ヲ処スルノ正道ヲ知ラシムヘキ階梯トナルモノナ」 し
と 批 判 し、 「実際上ノ価値ア

ル歴史ノ・独り社会誌ト名クヘキ所ノ者アルノミ」 （註３４） と論じている。 社会誌とは

　

ｄｉｓｃｒｉｐｔｉｖｅ

ｓｏｃｉｏｌｏｇｙ

　

の訳語で、 まさに女明史というべき歴史や叙述に近いものであろう。

　

明治十年代の進歩的学者群に共通した教育観は実用主義教育観で、外山正一の 「小学中学の教育

の主意たる特に某々の学科を生徒に教へ込まん為にあらず、 其能力の発達を助けん為のものなり」

（註３５）といっているのもそれである。また明治十年代の代表的教育学者の一人である能勢栄が「真

正ノ歴史ノ・社会進歩ノ理勢ヲ講ジ、 人事変遷ノ原因ヲ究ムルモノ」 （註３６） といっているのも三宅

米吉の考と興るものではない。能勢栄が「榎本子爵の幼時の時、 即ち天保、 嘉永の際に行ふ可きも

のにして、 之を明治の今日に行ふ可きもの」 （註３７）でないとし、 儒教的な徳目による道徳教育に

反対しているのも儒教復活の傾向に対してどのような位置にあったかを知るべきものがあろう。

　

儒教復活を阻んだ第二の勢力は近代的官僚群である。森有礼は国家に対する忠誠心を要求する線

に沿って、 学校教育全般にわたり改革を試みた中心人物である。道徳教育についても多くの関心を

示し、 能勢栄に命じて中学校用修身教科書をつくることを試みたｏ

　

Ｌかし皇室に対する忠道につい

て一言半句の説明もなかった理由で訂正命じているが、（註３８）森の考えた 「皇室に対する忠道」と

は何であったか。 森は 「今の世に孔子の教を唱ふるは迂洲なり」・（註３９） となし、
「国ノ全部ヲ挙ゲ

テ奴隷卑屈ノ気ヲ駆除シテ余残ナカラシメ而シテ国本ヲ輩固ニシ国勢ヲ維持スル」を以て本旨とし

た。 （註４０） 少くとも森有礼は近代ナショナリズムの何たるかを理解していた。 森にとって儒教復

活による道徳教育は正に「奴隷卑屈ノ気」を養うものというべきであろう。

－
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明治十年代の歴史教育における，愛国心の問題

　

伊藤博女の直系井上毅は明治二十七年岡山地方巡視に際し「第一君徳ヲ仰ギ、 至尊陛下ノ教育下
二寄セ給フ大御心ラ奉体シ、 之力普及ヲ計ルハ我々ノ責任タルニ在」 りと述べており、 （註４１） 天

皇を頂点とする政治権力集中を意図した点で森有礼と異るものがない。 しかし立憲政治家たる井

上は「教育勅語というごとき君主の言を以て道徳を一定せんとするがごときことに多大の疑問」

（註４２）を持った一人であり、政治、 女化共に君主の徳化とする儒教的教育観には反対した。井上

は教育勅語起草に関係したが、 儒教道徳によって塗りつぶそうとする元田永学の教育勅語草案に対

しては 「公益」「国憲」「国法」などの市民道徳の若干を取り入れさせ、 修正を施した。 「一旦緩急

アレバ義勇公二奉ジ」とは儒教的忠誠心を意味するものではなく、 近代ナショナリズムを盛ったも

のと解すべきであろう。

　

近代的官僚の頂点に立つ人物は伊藤博文である。元田永学とは対立関係にあり、 「若シ夫し古今

ヲ折衷シ、 経典ヲ響酌シ、 一ノ国家ヲ建立シテ、 以テ行フカ如キハ、 必ス賢哲其人アルラ待ッ、 而

シテ政府ノ宜シク管制スヘキ所ニ非サルナリ」 （註４３） という見解をもっていた。

　

明治三十二年山口尋常中学校で演説して、 「愛国心と云ふものは日本の学問では余り古くから言

はれなかったことであるが、近来に至って其名称も事実も共に発達して来た」 「外の業務を忘れて

愛国心の作興に従事するなど云ふことは真に学者の僻見である」 （註４４）と批判しているのは正し

く近代ナショナリズムの歴史性とその本質を見ぬいていたものと解さねばならない。

以上により儒教復活及びそれに伴う朱子学的勧善懲悪史観による歴史教育には有力な反対が少く

なく、 明治十年代においては未だ愛国心酒養のための歴史教育は確立していなかったことを知るこ

とが出来る。

註１） 堀江英一「自由民権運動の展望」 （歴史学研究会「歴史と民衆

　

歴史学研究会１９５５年大会報告」昭和

　　　　

３０年）次の如く要約されている。 「天皇制を成立させた討幕派勢力の内部分裂にはじまり（士族民

　　　　

権）、それを豪農指導の統一戦線が継承発展させ（豪農民権）、最後に中農が指導してそれを純化発展

　　　　

させた（農民民権）。」（２５３頁）

註２） 組ま縞

　

「明治初年における教育技術の社会的基底についての一試論」（「北海道学芸大学紀要」第一部

　　　　

第７巻第１号増補）１０５頁以下で多少くわしく論じた。
註 ３） 「新鰐師範学校七十年史」２３４頁

註４） 「福師創立六十年」３９頁

註５） 「大日本教育会雑誌」１号明治１６年

註６） 庄司吉之助「変革期における農民思想の問題」（「歴史学研究」）１６０号３２頁

註７） 「大日本教育会雑誌」５６号２５６頁

註８） 「大日本教育会雑誌」２９号５８頁

註９） 「新聞集成明治編年史」５巻２８７頁

註ｌｏ） 「新聞集成明治編年史」５巻２８６頁

註１１） 高桑未秀

　

「日本学生社会運動史」昭和３０年１６頁以下

註１２） 「新聞集成明治編年史」５巻１６５号

註１３） 「大日本教育会雑誌」２７号３７頁

註１４） 「大日本教育会雑誌」２８号３４頁

註１５） 大内長衛「師範学校令小学校令及諸学校の通則」（「大日本教育会雑誌」）３０号２３頁

註１６） 「大日本教育会雑誌」２２号１１５頁

註１７） 「女部省第十一年報」明治１８年３頁

註１８） 「大日本教育会雑誌」１６号

註１９） 「明治以降教育制度発達史」 ２巻４９３頁

註２０） 「明治以降教育制度発達史」２巻４９５頁以下

註２１） 家永三郎「教育勅語成立の思想史的考察」（「日本思想史上の諸問題」）１２６頁
註２２） 唐沢富太郎「教科書の歴史」１１５頁

註２３） 「大日本教育会雑誌」ｌｏ号９２頁

註２４） 「明治以降教育制度発達史」 ２巻５２２頁

註２５） 「教育換発関・係資料集」 第２巻郵便報知明治二十三年三月十一日修身教育に関する文部省の方針 ４５１

一８５
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局

　　　

橋

　　　　

功

　

頁

註２６） 「文学博士三宅米吉著述集」上巻１７頁

註２７） ｉｌ腕白浦 「日本国史学発達史」２６５頁

註２８） 「文学博士三宅米吉著述集」上巻１１８頁

註２９） 同 １１８頁

註３０） 同 １２９頁

註３１） 同 １２６頁

註３２） 同 １２３頁

註３３） 明治十年代末期における二十六の師範学校の教師用教育学参考書の使用状況は次の通りである。

　　　　　

Ｂａｉｎ：

　

Ｎ１ｅｎｔａＩ

　

Ｓｃｉｅｎｃｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２６

　　　　

Ｂａｉｎ：

　

Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ

　

ａｓａＳｃｉｅｎｃｅ

　　　　　　　　　　　　　

２０

　　　　

Ｓｕｌｌｙ：

　

ｏｕｔｌｉｎｅ

　

。ｆＰｓｙｃｈｏｌｏｇｙ

　　　　　　　　　　　　　

ヱ６

　　　

Ｊｏｈｎｎｏｔ：

　

Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅａｎｄ ＰｒａｃｔｉｃｅｏｆＥｄｕｃａｔｉｏｎ

　　

１５

　　　　

Ｓｐｅｎｃｅｒ： Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１３

　　　

Ｃｕｒｒｉｅ： Ｃｏｍｎ・ｏｎＳｃｈｏｏＩＥｄｕｃａｔｉｏｎ

　　　　　　　

１３

　　　

（以下略）

　　　

（「文学博士三宅米吉著述集」）下巻６０２頁

註３４） 尺根八訳「斯化教育学」（「明治女化全集」）ｌｏ巻４３０頁

註３５） 外山正一「小学及中学校教員心得」（「大日本教育会雑誌」１号）６１頁

註３６） 能勢栄「東洋の歴史」（「大日本教育会雑誌」６９号）８３４頁

註３７） 能勢栄「徳育鎮定論」（「教育勅語襖発関係資料集」２巻）２７３頁

註３８） 「湯本武彦選集」８１頁

註３９） 能勢栄 「徳育鎮定論」の中に森有礼の語として引用されている。 （国民精神女イ七研究所「教育勅語換

　　　

発関・係資料集」２巻２４７頁

註４０） 文部省数学局「教育に関する勅語換発五十周年記念資料展覧会図録」４２頁

註４１） 「井上毅事業小史」１５頁

註４２） 渡辺幾次郎「教育勅語換発に翼賛せる人 」々（「明治史研究」）４１頁以下

註４３） 文部省数学局 前掲図録３５頁

註４４） 「伊藤公全集」２巻 １３８頁、１３９頁

四

　

明治十年代における愛国心潤養のための歴史

　

教育の効果、 －特にその限界について－

　

明治十二年の所謂自由教育令で歴史科なる教科が独立したが、 明治十三年の教育令改正によって

「己ムラ得サル場合二於テハ読書習字算術地理歴史修身ノ中地理歴史ヲ城スルコトラ得」 （第三

条）となり、 必ずしも全小学校において歴史がおかれていたわけではない。 明治十七年岡山県の実

状は 「地理、 歴史、 図画、博物、 物理、 化学等の学科を教ふるものは之を見ること少き」 （註１）

状態であった。 「予輩村落ノ小学校ラ視ルニ修身書、読本叉ハ習字、 算術ヲ授クルニ労 シテ カ地

理、 歴史等ノ他ノ 教科ニ及バザルモ往々コレアリ」 （註２） というのは全般的な 実状であったかと

考えられる。明治絶対主義政権は朱子学的勧善懲悪史観による歴史観、またその裏ずけとして儒教

道徳を復活することにより「尊王愛国の志気」を涌養しようとしたのであるが、 必ずしも効果があ

ったとはいえない。勿論か る動きに対して有力な反対があり、 その惨透を阻止したことも事実で

あるが、 朱子学的勧善懲悪史観そのものに弱点があり、 天皇を頂点とする支配体制確立を意図する

政府の要求【に応ずることができない事情があった。

　

その第一は儒教を貫いている合理的思惟の問題である。

　

「新撰日本略史」には漢文で「国勢治革論」なる史論が附されているが、 同書に神代を狭く理由

として 「神代逸鴇不 可二測度→」ことをあげている。また「日本文明史略」 では 「此書は彼を推し

て彼を知るという理、すなはち人間世界にある普通の道理に基づきて立てたろものにして、 鬼神世

界の理といふものは関せず」 （例言）としるしている。このような歴史叙述の態度は 「大日本史」

－

　

８６

　

－



明治十年代の歴史教育における愛国心の問題

や「本朝通鑑」などにも通ずるものである。けだし儒学の果した社会的役割は古代国家の胎内にお

いて対抗的に生長しつ〉あった封建的社会秩序を倫理的に根拠ずけたことであり、その合理的思惟１
は古代貴族の特権を根拠ずけた神話的歴史観、呪術的多神教神観を排除する武器であった。 （註３）
天皇の地位の絶対性を説明する仕方はその祖先に関するネ申統語以外に求めることは困難であろ

　

う

が、 儒教に内在する分理的思惟はこれを阻んだ。

　

その第二は天皇に対する道徳批判の問題である。絶対主義政権がその権力支配を確立するために

はその頂点に立つ天皇の地位を絶対化する必要があった。 ところが儒教における徳治主義とその歴

史叙述における道徳的批判は必ずしも天皇の地位を絶対化するものではなかった。

　

「新撰日本略史」 で 「聖武信 仏、 土木妄作仁徳之政不 及ニ於天下－」とか、また「以二白河多欲‐
俊二民膏血－。惨鹿是極」などいっているのは典型的な朱子学的歴史批判であって、天皇たりといえ
ども容謝しなかった例である。唐沢富太郎博士は武烈天皇暴虐の記事が次第に教科書から姿を消す

過程を析出して、 「後の如くこれによって国体の尊厳を知らしめ、 国民の自覚を昂揚しようとする
ものでない」 （註４） と論じているが、この種の教科書は明治二十年代までくだっている。人物批判

についても足利尊氏につき、 「新撰日本略史」 では「其人ト為り度量恢弘二シテ機略アリ、 生涯女
色二耽ラズ。 土ヲ愛シ、施ヲ好 、。 金宗ラ視ルコト土器ノ如シ」 となし、また楠正成を 「器字狭量ニ

シテ、 下ヲ便フニ酷タ厳明ナリ。 是ヲ以テ戦国英適ノ士多ク使役サル・ヲ厭フ。 此故ニ毎戦必ズ捷

ツト難モ戦士漸ク喪亡ス。」（巻四）と批評しており、 この両者を「忠臣」 「逆臣」の典型と描き出

す後年の歴史教科書とはっきり異るものがある。

　

儒教的特に朱子学的勧善懲悪史観による歴史数育は歴史事実に対して道徳的批判を下す点におい
て徳育振興という明治十年代の課題に一応の寄与はあり、 また自由民権運動を支えるフランス的天
賦人権の横の倫理に対して、 縦の倫理を貫くことにより、 一応革命的気運を防ぎとめる防塞たる役
割を果した。 しかし、 少くとも天皇の地位を絶対化する窮局の目的を果すことはできなかった。

　

明治二十年の「小学校用歴史編纂趣意書」において「凡ソ事実ヲ記スルニハ精確ニシテ、 偏頗ナ
キモノラ坂ルヘシ。 叉奇怪ニシテ信スヘカサルモノハカメテ之ヲ省クヘシ」 「故サラニ虚張空造二

陥り、 若クハ殻誉褒腔ヲ甚クシ、 却ツテ事実ヲ害スルニ至ラシム可ラズ」 など、 明治十年代の歴史

教育の骨酪は依然として残っている。

　

それでは上記のような歴史教育は国民の諸階層の愛国心に対してどのように作用したのであろう

か、 明治十年代の就学率は第一表の通りである。 （註５） 明治十六年を頂点として一進一退 があ

り、５０％を出ていない。第二表（註６）第三表（註７）によってみるに在学三ヵ年以上のものは半減

し、 六ヵ年以上に及ぶものは極めて稀であった。特に女子において著しいものがあった。歴史科は

中等科五、フ学年において、 扱われた教科であったのであるから、 小学校の歴史科は愛国心酒養に

それほど寄与したとは考えられない。若し多少でもあったとするならばそそば国民上層部に対して

であったであろう。けだし明治十年代後半は松方財政のデフレ政策とそれにむすびつく殖産興業政

策のために、不景気がっゞき農民層が分解し、 寄生地主と小作農の階層分化が進行しっ あった

時代であるからである。 「下等社会ノ人民ハ」 「資力ノ鉄乏シテ其子弟ラ教育スルニ堪ヘザルモ

ノ」（註８）であったからである。学校の維持も極めて困難であり、 明治十九年島根県の湯田小学校

の如き、 「連日一人の出席生徒なきに至」り、 （註９）山梨県でも 「学務委員ノ・村費不納者多きよ

り教員給料を渡すを得ず、 僅かに其幾分を私財より繰替ること度重な」る状態であった。 （註ｌｏ）

　

徴兵忌避の傾向も多く、 明治十九年「兵役ヲ忌避スル太甚タシキ今日ノコトキハ古今万国蓋シ其

類希レナルトコロナリ」 と論ぜられ（註ＩＤ、 明治十八年一月十六日の朝野新聞は 「近来頻りに出

雲大社へ参詣する者多きに由って共故を聞くに、 彼の徴兵適令の検査が始まりたるにより、 近郷は

‐
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第一表

　

児童就学率
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０
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９

　

１

　

１

　

１

　

２

　 　

８１

　

９
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３

　 　

４

　 　

４

　 　

４

　 　

４

　

４

５

　

４

　

４

年

　

次

　

就 学 率

明治ｌｏ

　

１１

　　

１２

　　　

第三表

在学期間別児童就学率

在学期間１京都府雪三重県

　　　　　　　　　　　　　

０．５５６年以上ｔ

　

５．９８ー

３ 年以上

　　

３５．６７

　　

１８‘６６

３年未満１

　

５８．３５１

　

８０．７９

　　　

第二表

和歌山県東牟郡第一番

学区学年別児童在籍数

　　

（明治１８年）

科

　　

級 男

　

一女
級６

　 　

５

　

４

　 　

３

　 　

２

　

１

８９

８９

１９３

ｌｉ７

１１０

８５

１０６

９９

９２

６８

７７

３８

級６

　

５

　

４

　 　

３

　

２

　

１

５５

３８

２４

１６

７

Ｉ

８

４

６

級４

　 　

３

　 　

２

　 　

１

２

申すまでもなく数里の遠村に至るまで、

親兄弟は勿論、 隣家組合の者迄、 なんで

も神力を以て免役にせんと、 矢鱈無性に

祈） つたと報じている。 （註１２）

　

明治十二年の徴兵令では「第五項公立

瞥 際 露 磐 瀞公師範学校二於テ卒
業ノ者、 第六項公立中学校及ヒ公立専門

学校ニ於テ卒業ノ者、 第七項女部省所轄

官公学校及ヒ其他省便ニ属スル官立学校

ニ於テ卒業ノ者」 （第二十九条）が平時

において兵役を免除されていたが、 明治

十六年の改正で、 これらの免除規定が除

かれ、 僅かに「第二項官立府県立学校

参議鯵ノ卒業証書ヲ所持スル者ニシデ官

立公立学校教員タル者、 第二項官立大学

校及ビ之ニ準スル官立学校本科 生徒」

（第十八条）は事故の存する間猶予 き

れま た「官立府県立学校参議夢二於テ

修業一個年以上ノ課程ヲ卒リタル生徒ノ・

六箇年以内」 （第十九条） 徴集を猶予さ

れるに止まつた。

　

このことが師範学校入学志望者激増の理由となり、 福島師範学校では例年教諭訓導が県内に出張

して生徒募集していたにか わらず、 明治十六年には「三十七名の入学許可に対
して実に百四十名

の応募者があって学校はホクホク喜」んでおり、 「地方の金持息子の慶応大学をやめてくる。中学

校をやめてくる。東京方面から続々やって来た」 （註１３）実状にあった。 新潟師範学校でも明治十

七年「高等師範料二十五名中等師範料二十五名計五十名の募集に対し、約三百数十名の応募者があ

った」 （註１４）と伝えられている。 このような傾向については 「師範学校ヲ以テ徴兵遁レノ潜伏所

トナス ・実二師範学校ノ品格ラシテ堕落セシムルモノ」 （註１５） とか、「此徴兵避免ノタメニ師範学

校ニ入ツテ重大ナル教育ノ改良上進ヲ計ラ ントスルハ 困難 ノコトト恩ヒマス」 （註１６） というよう

な非難も免れることができなかった。

　

明治十年代末期の学生層は慶応義塾の場合、「士族の子弟にして其家に資産の豊ならざる者」
「地

方富豪の子弟にして祖先以来の遺産に依頼する」 者（註１７）であったが、 これら士族、 豪農の所謂

愛国心の程度を知ることができよう。

　

明治十一年愛国社が再興されたが、その再興趣意書に ｎｌ烏呼愛国愛身貴二二致ア
ラン哉、 人真二

其身ラ愛スルラ知ル、叉当サニ其国ヲ愛スルラ知ル
ベシ」 「夫し親子兄弟和楽シテ、 而シテ一家ノ

幸福ラ全フスル事ヲ得ル所以ノモノハ、 其互ニ交際シ、以テ相親愛スル事アレ
バナリ、老若男女相

救ヒ、 以テー郷ノ幸福ノ幸福ヲ全フスル事ヲ得ル所以ノ
モノハ、 其互ニ交際シ、 以テ相親愛セザル

ベカラズ、蓋シ交際親愛 ・人ノ惰性ニシテ、 家族郷党ノ間ニ行ハル・モノナレバ、 叉ヂＢ国ノ間二行

・レザルラ得ズ」 （註１８）としるされている。 愛国心の基礎が家族意識、 郷党意識に求められてお

り、 政治結社もゲマインシャフトリッヒな性格を多分に持っていた。 こ＞には「大学」の「修身斉

家治国平天下」なる政治意識から去ること遠くないものがあり、封建的割拠性、 身分的階層意識を
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明治十年代の歴史教育における愛国心の問題

充分払いのけていない。国民参政の要求も「藩改廃セラレ士ノ常識ヲ解クヤ、 其旨意ノ項＝時ニ士族

ラシテ参政権ラ得セシメ、 以テ土民ノ権ヲ均クスルニ在りト難モ、 士族未ダ之ヲ得ザル ノ ミ ナ ラ

ズ、 爾後士族モ亦之ヲ失フニ至ル。且我邦未ダ国会ノ設ケアラザレバ、 政府公議輿論ノ在ル所ヲ知

ラント欲スルモ亦タ如何トモス可カラサルナリ」 （註１９） と 述べているところで分るように、 各階

層に深く根を下し、 全国民の政治意識を振い立たせるものではなかった。明治２２年に出された
「板垣伯の意見書」にも「我邦土ハ我祖先力骨ヲ埋メタルノ地ナリ、我王室ハ我国民力恩ニ浴シタ

ルノ源ナリ、 無情ノ山川モ亦相伴フテ其感ヲ生シ、 愛情ノ纏綿シテ相離ル可ラサル者アリ、 之ラ名

ケテ愛国心ト謂フ」 （註２０） と述べており、 ほゞ同様である。

　

遠山茂樹氏は、 自由民権運動における士族的要素の評価につき、 「半封建的地主、 商業高利貸資

本家の日本的”ミッドルクラス”が歓如する近代市民的革命精神を、 士族的政治意識をもって当面

代位補充する以外に、 下から生長をはるかに追い起すあまりにも速き上からの絶対主義化に対抗す

る途がなかった」 （註２１）と論じているが、 むしろ羽鳥卓也氏のー「民権論は近代社会の実現を志向

するものとはい 難い」 （註２２）という批判には傾聴すべきものがあろう。「今ノ徴兵ヲ厭忌スルモ

ノ却テ農工商二少クシテ特ニ士二多キコガゴトキハ最モー１在ムベシ」 （註２３） という 実状 などその端

的なあらわれである。

　

政府は明治十六年徴兵令を改正し、 予備役、 後備役を法制化し、近代国民軍整備の一歩をす め

たが、 士族、 豪農層及び教師群はか｝る動きに対し、 拒否の態度をとった。 朱子学的勧善 懲悪史

観、 その裏ずけとしての儒教道徳の復活は近代的な愛国心の酒義に資するところは少かった。「尊

王愛国ノ志気」を養うことをめざしながらも。

　

註１） 「大日本教育会雑誌」１０号９４頁
註２） 「大日本教育会雑誌」１３号５２号

註３） 拙稿「没落期における古代貴族の歴史思想について一愚管抄解釈の一視角」（「北海道学芸大学紀要」

　　　　

６ 巻２号）

註４） 唐沢富太郎「教科書の歴史」８２頁

註５） 文部省「教育効果二関スル取調」４頁

註６） 「大日本教育会雑誌」２１号７５頁

註７） 同

　

４８号４８頁

註８） 同

　

ｉ５号４１頁

註９） 同

　

２７号１０２頁
註ｌｏ） 同

　

２２号１３３頁
註１１） 村岡素一郎「徴兵ト教育トノ関係」（「大日本教育会雑誌」２７号）４０頁
註１２） 「新聞集成明治編年史」４巻２６３頁
註１３） 「福師創立六十年」２１頁
註１４） 「新得第一師範七十年史」２３５頁
註１５） 生駒恭人「二府九県各師範学校ヲ見ル」（「大日本教育会雑誌」２８号）３６頁
註１６） 古川良之助「師範学校前途ノ目的」（「大日本教育会雑誌」３０号）１４頁
註１７） 「福沢全集」 ９巻５４５頁
註１８） 植木枝盛「立志社始末記要」（「史学雑誌」６５編７号）７０頁
註１９） 同 ７１頁
註２０） 「明治政史」（「明治文化全集」２巻）１２０頁
註２１） 遠山茂樹「征韓論、自由民権論、封建論（１）」（「歴史学研究」ー４３号）３頁
註２２） 羽鳥卓也「近世日本社会史研究」昭和２９年３２頁
註２３） 村岡素一郎「徴兵ト教育トノ関係」（「大日本教育会雑誌」２７号）４１頁

五

　

結 語

明治二十年代に入ると、 似而非ナショナリズムならざる真正なナショナリズムが要求されるよう
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功

になった。 三宅雄二郎は「所謂る国民的政治とは外に対して国民的特立及
び内に向って国民的統一

を意味するものなり」 と論じ、 （註１）また杉浦重剛は 「然るに我国於ては封建の余風未だ跡を留

め、 士農工商の別は隠然として、 国と云へる思想は夫の封建の夙に破
れし諸国に比して未だ発達せ

ざるの憾なき能はず」 （註２）となげいている。 明治二十七年になると、 「教育ある者にあらねば

兵士として十分の価値を発揮せざることを軍隊に於て 証拠立てられ」た。 （註３）明治二十年にお

いて、 憲法施行、 教育勅語の発布があり、 明治政府は一は上に天
皇を頂点とて政治力を集中し、一

は下に国民各階層広く国民意識を渉透させることに成功した。 このような過程において初等学校の

歴史科の果した役割は極めて大きいものである。 明治二十八年の湯本武比古の「新編教授学」で
は

「小学校ノ如キ教育的学校ニテハ殊二広義ノ歴史的学科ヲ重ソゼザルベカラズ」 「歴史的学科ノ中

ニ殊ニ重ソズベキモノハ修身料ニシテ次ニ歴史科ナリ」 （註４） と述べている。

　

それでは明治十年代の勧善懲悪をめざす朱子学的歴史観は明治中期ナショナリズムにどれだけ寄

与することができたか。少くとも一は寄与できない事情が朱子学の態・惟構造それ
自体に内在してお

り、 一は明治二十年における近代ドイツ史学の移植により、 講壇的考
証史学がアカデミズム史学と

しての地位を獲得したので、 朱子学的勧善懲悪史観による歴史叙述はそのま
では歴史教科書の中

に存続することは許されなかった。

　

こ において登場するのがヘルバルト派教育学者である。 このようにして 「教育的歴史」
「応用

史学」なる歴史教育の形態が積極的にはヘルバルト学派教育学者の手により、消極的には講壇的考

証史学者の手によって完成されたのである。 日本における愛国心潤義のための歴史教育は
明治二十

年代において出来上り、 敗戦にまで及び、現在その復活の可否が問題となってい
るのである。

　

註１） 三宅雄二郎 「真善日本人」（「明治文化全集」１５巻）４３８頁

　

註２） 「天台道士著作集」１６５頁

　

註３） 「太陽」１巻９号１５９頁

　

註４） 湯本武比古「新編教授学」明治２８年２３頁

　　　

附記

　

この論女は昭和３１年度文部省科学研究助成費による研究の一部で、 「わが図における歴史教育巻

　　　　　　

発達、近代一明治大正時代の初等教育における国史教育一」 （大塚史学会「歴史教育講座」２の

　　　　　　

昭和２８年）を増補改訂したものである。
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